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建
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基
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に
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都
市
整
備
局
多
摩
建
築
指
導
事
務
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開
発
指
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第
二
課
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（
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件
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建
設
局
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路
管
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部
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課
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告

示
（
公
）

○
行
政
不
服
審
査
法
に
よ
る
公
示
送
達
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四

告

示

◉
東
京
都
告
示
第
二
百
五
十
五
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
。
以
下
「
法
」

と
い
う
。
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
道
路
を
指
定
し
た
。

な
お
、
関
係
図
書
は
、
東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
に
備
え
置

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
八
年
三
月
十
二
日

東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
長

茂

木

竜

一

指
定
に
係
る
道

路
の
種
類

指
定
年
月
日

指
定
に
係
る
道

路
の
位
置

指
定
に
係
る
道

路
の
延
長
及
び

幅
員
（
単
位
メ

ー
ト
ル
）

法
第
四
十
二
条

第
一
項
第
四
号

の
規
定
に
よ
る

道
路

令
和
八
年
二

月
二
十
六
日

㈠

次
に
掲
げ

る
地
番
の
全

部清
瀬
市
上
清

戸
二
丁
目
二
十

番
四
、
二
十
一

番
三
、
二
十
二

番
三
、
同
番
四
、

同
番
九
か
ら
同

番
十
二
ま
で
、

二
十
三
番
三
、

同
番
四
、
二
十

四
番
二
、
三
十

五
番
二
、
三
十

六
番
二
、
同
番

二
地
先
、
四
十

三
番
二
、
四
十

四
番
二
、
四
十

五
番
二
、
四
十

六
番
二
、
四
十

七
番
三
、
八
十

八
番
二
、
八
十

九
番
二
、
九
十

番
二
、
九
十
一

番
二
、
九
十
二

番
二
、
百
二
番

二
、
百
三
番
二
、

百
四
番
二
、
百

五
番
二
、
百
七

番
四
、
百
八
番

三
、
百
九
番
二
、

百
二
十
一
番
二
、

百
二
十
二
番
六

㈡

次
に
掲
げ

る
地
番
の
一

部

延
長

三
二
〇
・
六
九

幅
員一

八
・
〇
〇

清
瀬
市
上
清

戸
二
丁
目
三
十

七
番
二

◉
東
京
都
告
示
第
二
百
五
十
六
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
、
都
道
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
八
年
三
月
十
二
日
か
ら
起
算
し
て
二
週

間
東
京
都
建
設
局
道
路
管
理
部
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
八
年
三
月
十
二
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

路
線
名

白
山
祝
田
田
町

二

変
更
の
区
間

港
区
愛
宕
一
丁
目
十
二
番
一
地
内
か
ら
同
所
二

百
番
四
地
先
ま
で

三

変
更
の
概
要

別
図
表
示
の
と
お
り
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（第18504号）東 京 都 公 報令和8年3月12日（木曜日）３
◉
東
京
都
告
示
第
二
百
五
十
七
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
、
都
道
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
八
年
三
月
十
二
日
か
ら
起
算
し
て
二
週

間
東
京
都
建
設
局
道
路
管
理
部
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
八
年
三
月
十
二
日東京

都
知
事

小

池

百
合
子

一

路
線
名

八
王
子
五
日
市

二

変
更
の
区
間

八
王
子
市
川
口
町
九
百
五
十
四
番
三
地
内
か
ら

同
所
九
百
四
十
五
番
一
地
内
ま
で

三

変
更
の
概
要

別
図
表
示
の
と
お
り



令和8年3月12日（木曜日）東 京 都 公 報（第18504号） ４

告

示
（
公
）

◉
東
京
都
公
安
委
員
会
告
示
第
８９号

行
政
不
服
審
査
法
（
平
成
２６年

法
律
第
６８号

）
第
６６条

第
１
項
に

お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
５１条

第
２
項
及
び
第
３
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
次
の
と
お
り
公
示
送
達
す
る
。

令
和
８
年
３
月
１２日

東
京
都
公
安
委
員
会

委
員
長

廣
瀨

道
明

記

１
送
達
を
受
け
る
べ
き
者
の
住
所
及
び
氏
名

再
審
査
請
求
時
の
住
所

東
京
都
港
区
赤
坂
九
丁
目
１
番
１９－

３０８号現
住
所

不
明

再
審
査
請
求
人

井
上

敦

２
公
示
事
項

再
審
査
請
求
人
が
、
行
政
不
服
審
査
法
第
６
条
第
１
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
令
和
７
年
１０月

４
日
に
当
公
安
委
員
会
に
提
起
し
た

再
審
査
請
求
に
つ
い
て
、
当
公
安
委
員
会
は
、
同
年
１２月

１２日
に

裁
決
を
し
た
が
、
再
審
査
請
求
人
の
所
在
が
不
明
の
た
め
、
裁
決

書
の
謄
本
を
送
付
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
当
該
裁
決
書
の

謄
本
は
、
当
公
安
委
員
会
（
警
視
庁
警
務
部
訟
務
課
）
に
お
い
て

保
管
し
、
い
つ
で
も
こ
れ
を
交
付
す
る
か
ら
、
再
審
査
請
求
人
は

当
公
安
委
員
会
に
出
頭
の
上
、
受
領
さ
れ
た
い
。
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